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審決 

 

不服２０１８－９５１５ 

 

 （省略） 

 請求人 東芝ライフスタイル株式会社 

 

 （省略） 

 代理人弁理士 三好 秀和 

 

 特願２０１４－１２１４４７号「冷蔵庫」拒絶査定不服審判事件〔平成２８

年１月７日出願公開、特開２０１６－１０８６号〕について、次のとおり審決

する。 

 

 結論 

 本件審判の請求は、成り立たない。 

 

 理由 

第１ 手続の経緯 

 本願は、平成２６年６月１２日に出願された特願２０１４－１２１４４７号

であり、その手続の経緯は、概略、以下のとおりである。 

平成３０年１月１９日付け：拒絶理由通知書 

平成３０年３月２６日  ：意見書、手続補正書の提出  

平成３０年４月 ５日付け：拒絶査定  

平成３０年７月１０日  ：審判請求書、手続補正書の提出  

 

第２ 平成３０年７月１０日の手続補正（以下「本件補正」という。）につい

ての補正却下の決定  

［補正却下の決定の結論］  

 本件補正を却下する。  

［理由］  

１ 補正の内容の概要  

 本件補正は、特許請求の範囲について補正をするものであって、そのうちの

特許請求の範囲の請求項１についての補正は、補正前後の記載を補正箇所に下

線を付して示すと以下のとおりである。 

 

（補正前の請求項１） 

 「【請求項１】 

 圧縮機、凝縮器、蒸発器を含む冷凍サイクルを備え、機械室と前記機械室に

隣接する断熱壁から成る収納部を有する冷蔵庫であって、 

 前記圧縮機と前記凝縮器は、前記機械室に配置され、 

 前記圧縮機は、ロータリ圧縮機であり、前記ロータリ圧縮機の寸法は、凝縮

器の寸法よりも小さく、 
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 前記圧縮機の横にはアキュムレータが配置され、前記アキュムレータは、前

記機械室の底板の端部のコーナ部分に配置され、 

 前記機械室には、前記圧縮機と前記凝縮器を冷却するファンが配置され、前

記アキュムレータは、前記圧縮機に対して前記ファンが発生する冷却風の風下

側に配置されていることを特徴とする冷蔵庫。」 

 

（補正後の請求項１）  

 「【請求項１】 

 圧縮機、凝縮器、蒸発器を含む冷凍サイクルを備え、機械室と前記機械室に

隣接する断熱壁から成る収納部を有する冷蔵庫であって、 

 前記圧縮機は、ロータリ圧縮機であり、前記ロータリ圧縮機は、アキュムレ

ータを備え、 

 前記機械室には、前記圧縮機と前記凝縮器とが横方向に配置されるとともに、

前記凝縮器を冷却するファンが前記凝縮器の奥行方向に配置され、 

 前記アキュムレータは、前記機械室内に、前記圧縮機を挟んで、前記凝縮器

と前記ファンとは反対側の横方向の位置に配置されていることを特徴とする冷

蔵庫。」 

 

２ 補正の適否 

（１） 請求項１について 

 請求項１についての補正は、上記のとおり、ロータリ圧縮機と凝縮器との寸

法関係、及び、アキュムレータの配置について、補正前の請求項１が「前記ロ

ータリ圧縮機の寸法は、凝縮器の寸法よりも小さ」いと特定し、「前記圧縮機

の横にはアキュムレータが配置され、前記アキュムレータは、前記機械室の底

板の端部のコーナ部分に配置され」ると特定し、さらに、「前記アキュムレー

タは、前記圧縮機に対して前記ファンが発生する冷却風の風下側に配置されて

いること」と特定していたものを、各特定事項を削除するとともに、「前記ロ

ータリ圧縮機は、アキュムレータを備え、」、「前記機械室には、前記圧縮機

と前記凝縮器とが横方向に配置されるとともに、」、「前記アキュムレータは、

前記機械室内に、前記圧縮機を挟んで、前記凝縮器と前記ファンとは反対側の

横方向の位置に配置されていること」と特定する補正を含むものである。 

 そうすると、上記補正は、補正前には、「ロータリ圧縮機の寸法は、凝縮器

の寸法よりも小さ」いと特定していた事項が削除されることにより、ロータリ

圧縮機の寸法が、凝縮器の寸法よりも大きいものが含まれることになり、「ア

キュムレータは、前記機械室の底板の端部のコーナ部分に配置され」ると特定

していた事項が削除されることにより、アキュムレータが機械室の底板の端部

のコーナ部分以外の部分に配置されることが含まれることになり、さらに、

「前記アキュムレータは、前記圧縮機に対して前記ファンが発生する冷却風の

風下側に配置されている」と特定していた事項が削除されることにより、アキ

ュムレータが圧縮機に対して風上側に配置されることが含まれることになるか

ら、上記補正は、補正前の請求項１を実質的に拡張又は変更したものとなって

おり、このような補正を含む本件補正は、特許法第１７条の２第５項各号のい
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ずれにも該当しない。  

 また、請求人は、補正の根拠について、「補正後の本願（新）請求項１は、

平成３０年 ３月２６日付けでした手続補正書で補正した現（旧）請求項１を、

出願当初の明細書の段落［００６５］～［００６９］の記載や図１２などに基

づいて更に補正したものであって、各引用文献１－１０に記載の発明との差異

がより明瞭になるようにしたものです。  

 各引用文献１－１０に記載の発明との差異がより明瞭になるようにした補正

として、各機器の位置関係がより明確に特定されるような補正を行いました。」

（平成３０年７月３０日付け審判請求書「３．本願発明の説明（ｂ）補正の根

拠の明示」参照。）と主張している。 

 しかしながら、「各引用文献１－１０に記載の発明との差異がより明瞭にな

るようにした補正としたもの」であったとしても、本件補正は、上記のとおり

補正前の請求項１を実質的に拡張又は変更したものを含むものとなるから、係

る請求人の主張は採用できない。 

 よって、本件補正は、特許法第１７条の２第５項の規定に違反するので、同

法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定に

より却下すべきものである。  

 

第３ 本願発明について  

１ 本願発明 

 本件補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項１に係る発明（以下

「本願発明」という。）は、平成３０年３月２６日の手続補正により補正され

た特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定されるとおりのもの

である（第２［理由］１ 補正の内容の概要 （補正前の請求項１）参照。）。  

 

２ 原査定の理由 

 拒絶査定における拒絶理由（平成３０年４月５日付けの「理由３」）の概要

は、以下のとおりである。 

 

 この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国にお

いて、頒布された下記の刊行物である引用例に記載された発明又は電気通信回

線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属

する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができ

たものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることがで

きない。 

記 

・請求項１     ：引用例等 １－８ 

・請求項２     ：引用例等 １－８ 

・請求項３－９   ：引用例等 １－９ 

・請求項１０    ：引用例等 １－１０ 

＜引用例等一覧＞ 

１．特開平７－２１８０９４号公報 
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２．特表２００８－５２５７２０号公報 

３．特開平１１－３２５６９９号公報 

４．特開２００５－１６４２２２号公報 

５．特開２００６－１０５５７２号公報 

６．特開２０１１－８５３８０号公報 

７．特開２００３－２２２４５８号公報 

８．実願昭５６－４５９８６号（実開昭５７－１５７８８３号）のマイクロフ

ィルム 

９．特開２００１－２４８９５０号公報 

１０．特開２０１０－４３７５０号公報 

 

３ 引用例の記載事項及び記載された発明 

（１） 引用例１  

 原査定における平成３０年１月１９日付け拒絶理由通知書にて引用された特

開平７－２１８０９４号公報（以下「引用例１」という。）には、図面ととも

に以下の事項が記載されている。（下線は当審による。以下同様である。）  

「【特許請求の範囲】 

【請求項１】 本体下部の機械室内に長筒型回転式コンプレッサーと、密着巻

きコイル状コンデンサーと、前記長筒型回転式コンプレッサー及び密着巻きコ

イル状コンデンサーを冷却するファンとを設け、前記長筒型回転式コンプレッ

サーと前記ファンとの間に前記密着巻きコイル状コンデンサーを、その中心軸

が前記長筒型回転式コンプレッサー及びファンの中心軸と一直線となるように

設置したことを特徴とする冷蔵庫。 

【請求項２】 密着巻きコイル状コンデンサーは、その内径が長筒型回転式コ

ンプレッサーの外径より大きくしたことを特徴とする請求項１記載の冷蔵庫。」 

「【０００６】 

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記のような構成では、ファン

により吸入される外気は、一旦コンデンサと熱交換されるので、特に高外気温

時には長筒型回転式コンプレッサーへは熱気が送風されることになる。その結

果、長筒型回転式コンプレッサーは冷却不足となり、長筒型回転式コンプレッ

サー内のオイルの劣化、冷媒の分解及びモーター巻線の焼損といった冷蔵庫と

しては致命的な故障が発生したり、また長筒型回転式コンプレッサーの冷却を

確保するためには、ファンの回転数を上げる必要があり、ファン騒音が増加す

るといった課題を有していた。」 

「【００１１】 

【作用】本発明は上記した構成によって、長筒型回転式コンプレッサーには密

着巻きコイル状コンデンサーの内側を通過する外気がファンにより直接送風さ

れるので、長筒型回転式コンプレッサーの冷却が悪化することはなくなる。」 

「【００１４】図１は本発明の第１の実施例の冷蔵庫の機械室部の透視図、図

２は同実施例の冷蔵庫の機械室部の水平断面図である。長筒型回転式コンプレ

ッサー１とファン３との間には、銅管等の熱伝導率の大きい材料にて成形され

た密着巻きコイル状コンデンサー９が、その中心軸が長筒型回転式コンプレッ
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サー１及びファン３の中心軸と一直線になるように設置されている。 

【００１５】以上のような構成において、ファン３により外気は吸入口７を通

って吸引され仕切り板４を通過して密着巻きコイル状コンデンサー９及び長筒

型回転式コンプレッサー１側へと送風される。この際、送風された外気の一部

は密着巻きコイル状コンデンサー９を冷却するとともに、一部は密着巻きコイ

ル状コンデンサー９の内側を通過して長筒型回転式コンプレッサー１へと流れ

ていくため、長筒型回転式コンプレッサー１には密着巻きコイル状コンデンサ

ー９と熱交換していない低温の外気が直接送風されることになり、長筒型回転

式コンプレッサー１の冷却が確保される。 

【００１６】図３は本発明の第２の実施例の冷蔵庫の機械室部の水平断面図を

示すものであり、前述の第１の実施例と異なる点は、密着巻きコイル状コンデ

ンサー１０の内径（φＤ１）が長筒型回転式コンプレッサー１の外径（φＤ２）

より大きい点である。この構成において、密着巻きコイル状コンデンサー１０

の内径（φＤ１）は長筒型回転式コンプレッサー１の外径（φＤ２）より大きい

ので、長筒型回転式コンプレッサー１には密着巻きコイル状コンデンサー１０

と熱交換していない低温の外気がより多量に送風されることになり、長筒型回

転式コンプレッサー１の冷却が促進される。」 

 

「【図面の簡単な説明】 

【図１】本発明の第１の実施例の冷蔵庫の機械室部透視図 

【図２】同実施例の冷蔵庫の機械室部の水平断面図 

【図３】本発明の第２の実施例の冷蔵庫の機械室部の水平断面図 

【図４】本発明の第３の実施例の冷蔵庫の機械室部の水平断面図 

【図５】本発明の第４の実施例の冷蔵庫の機械室部の水平断面図 

【図６】従来の冷蔵庫の機械室部の透視図 

【図７】従来の冷蔵庫の機械室部の縦断面図 

【符号の説明】」 

「【図１】 
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【図２】 
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【図３】 
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【図４】 
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【図５】 
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【図６】 
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【図７】 
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」 

 したがって、上記記載事項及び上記各図の記載事項を総合し、引用例１には、

以下の発明が記載されていると認められる（以下「引用発明」という。）。 

「本体下部の機械室内に長筒型回転式コンプレッサーと、密着巻きコイル状コ

ンデンサーと、前記長筒型回転式コンプレッサー及び密着巻きコイル状コンデ

ンサーを冷却するファンとを設け、前記長筒型回転式コンプレッサーと前記フ

ァンとの間に前記密着巻きコイル状コンデンサーを、その中心軸が前記長筒型

回転式コンプレッサー及びファンの中心軸と一直線となるように設置し、前記

密着巻きコイル状コンデンサーは、その内径が前記長筒型回転式コンプレッサ

ーの外径より大きくした、冷蔵庫。」 

（２） 引用例２  

 原査定における平成３０年１月１９日付け拒絶理由通知書にて引用された特

表２００８－５２５７２０号公報（以下「引用例２」という。）には、図面と

ともに以下の事項が記載されている。  

「【０００４】 

 現在冷却システムで利用できる圧縮機には、いくつかのタイプがある。家庭

用の冷蔵庫および冷暖房装置には、一般にローリングピストン式圧縮機が使用

されている。ローリングピストン式圧縮機は、固定された（または静止した）

ベーン式回転型圧縮機とも呼ばれる。このような圧縮機では、羽根（ベーン）

がローターとともに回転する代わりに、圧縮機の静止部分に収容されたスロッ

ト内で往復動する。偏心軸に取り付けられた圧縮機のシリンダ部分は、シリン

ダの壁面を転がるように見えるため、ローリングピストンと呼ばれている。サ
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イクル中で吸入が行われる間、冷媒ガスは、吸入ポートから圧縮チャンバーへ

吸入され、ガス体積が増加する。この吸入工程中、ピストンおよび羽根の反対

側では体積が減少して圧縮ストロークが起こる。このため、ローラーの偏心運

動によりガスは圧縮される。吐出流は吐出バルブにより制御される。」 

「【００３４】 

 本発明の小型ローリングピストン式回転型圧縮機は、最先端の回転型圧縮機

より著しく小型で軽量でありながら、それに匹敵する効率または性能を提供す

る。本発明の小型ローリングピストン式回転型圧縮機は、最大約２．５インチ、

好ましくは約１．５インチ～約２．５インチの直径を有し、最大約３．５イン

チ、好ましくは約１．５インチ～約３．０インチ、より好ましくは約２．０イ

ンチ～約２．８インチの軸長さを有し、最大約３．０ｃｃ／回転（ｃｃ／ｒｅ

ｖ）、好ましくは約０．９０ｃｃ／ｒｅｖ～約３．０ｃｃ／ｒｅｖ、より好ま

しくは約１．２ｃｃ／ｒｅｖ～約３．０ｃｃ／ｒｅｖの排気量を有し、最大約

１．７ポンド、好ましくは約０．８ポンド～約１．５ポンド、より好ましくは

約１．０ポンド～約１．４ポンドの重量を有する。本発明の一実施形態では、

前記小型ローリングピストン式回転型圧縮機は、約２．２インチの直径を有し、

約３．０インチの軸長さを有し、約１．２ポンドの重量を有する。」 

（３） 引用例７ 

 原査定における平成３０年１月１９日付け拒絶理由通知書にて引用された特

開２００３－２２２４５８号公報（以下「引用例７」という。）には、図面と

ともに以下の事項が記載されている。  

「【００１７】冷凍室用蒸発器１９には、冷凍室用蒸発器１９に冷媒を供給す

る側にはキャピラリーチューブ３５が接続され、また、冷凍室用蒸発器１９内

の冷媒を流出する側にアキュームレータ３６が接続されており、これらのキャ

ピラリーチューブ３５、アキュームレータ３６は、それぞれ機械室内の圧縮器

２６Ａに接続されている。 

【００１８】冷凍室用蒸発器１９は、冷媒配管２７に熱交換用フィン２８が配

管の長さ方向に所定の間隔をおいて多数配置されている。キャピラリーチュー

ブ３５に接続された冷媒配管２７Ａ側（冷媒流入側冷媒配管）の熱交換用フィ

ン２８は、フィンピッチが大きい第１熱交換用フィン２８Ａが取り付けられ、

その配管の管径は大径に形成されている。アキュームレータ３６に接続された

冷媒配管２７Ｇ側（冷媒出口側冷媒配管）の熱交換用フィン２８は、フィンピ

ッチが第１熱交換用フィン２８Ａと第２熱交換用フィン２８Ｂとからなるピッ

チが小さいフィンとからなっており、その配管の管径は、小径に形成されてい

る。すなわち、冷媒出口側冷媒配管の管径は、冷媒流入側冷媒配管の管径より

も小さくされている。 

【００１９】このように管径を小さくすると、一般的に管径が太い場合に比べ、

熱交換効率がアップすることが良く知られている。（なお、管径をあまりにも

小さくすると圧損が大きくなり過ぎて効果が無くなることも良く知られてい

る。） 

【００２０】この圧縮機２６Ａで圧縮された冷媒は、図示しないコンデンサー

で冷却され、キャピラリーチューブ３５を介して、蒸発器１９内の冷媒配管２
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７に流入されるようになっている。図４に示すように、冷媒配管２７は、前方

側では，水平方向に延設された後、上方から下方に湾曲（湾曲２７Ａ）して、

水平方向に延設された後、再び上方から下方に湾曲（湾曲２７Ｂ）して、水平

方向に延設されている。その後、最下方の冷媒配管２７は、図５に示すように、

前方側から後方側に湾曲（湾曲２７Ｃ）されて水平方向に延設された後、下方

から上方に湾曲して、水平方向に延設された後、再び下方から上方に湾曲（湾

曲２７Ｄ）して、水平方向に延設されている。 

【００２１】また、同様にして、冷媒配管２７は、後方側では，前方側から後

方側に湾曲した後、水平方向に延設された後、上方から下方に湾曲（湾曲２７

Ｅ）して、水平方向に延設された後、再び上方から下方に湾曲して、水平方向

に延設されている。その後、最下方の冷媒配管２７は、後方側に湾曲（湾曲２

７Ｆ）されて水平方向に延設された後、下方から上方に湾曲して、水平方向に

延設された後、再び下方から上方に湾曲（湾曲２７Ｇ）して、水平方向に延設

されてアキュームレータ３６に接続されている。 

【００２２】この冷凍用蒸発器１９では、冷媒配管２７に対してピッチの大き

い第１熱交換用フィン２８Ａが取り付けられ、湾曲２７Ｅ、２７Ｆ、２７Ｇを

有する側の冷媒配管２７(後方側）には、第１熱交換用フィン２８Ａと第２熱交

換用フィン２８Ｂ(図中、破線で示す）によってピッチが小さくされており、後

方側の冷媒配管２７における熱交換用フィン２８のピッチは前方側の冷媒配管

２７における熱交換用フィン２８のピッチの約１／２となっている。 

【００２３】また、次に機械室内の冷凍サイクルの冷媒回路を構成する圧縮器

２６Ａが運転されると、送風器２０、２５が作動し、圧縮器２６Ａから吐出さ

れた冷媒は、キャピラリーチューブ３５を介して、蒸発器１９内の冷媒配管２

７に流入される。 

【００２４】冷媒配管２７では、冷凍室吸込口７Ｂから流入する戻り冷気は、

冷媒配管２７及び熱交換用フィン２８によって冷却され、冷媒配管２７内の冷

媒は、アキュームレータ３６を経て圧縮器２６Ａに戻される。また、蒸発器２

４で得られる冷気は、送風機２５を介して開口部１５から矢印Ｘで示すように

野菜室４側に流入した後、冷却室２３に導入されて冷却される。」（４） 引

用例８  

 原査定における平成３０年１月１９日付け拒絶理由通知書にて引用された実

願昭５６－４５９８６号（実開昭５７－１５７８８３号）のマイクロフィルム

（以下「引用例８」という。）には、図面とともに以下の事項が記載されてい

る。  

「本考案はワイン等のアルコール飲料を貯冷する飲料冷却器に関する。 

 此種飲料冷却器は一台で二種類以上の飲料を同時に貯冷できるように独立し

た複数の冷却容器を内蔵しており、しかもこれら冷却容器は個々に温度制御が

できるよう冷媒流路の途中か分岐した分岐流路中の別個の冷却コイルによって

冷却させている。このように分岐流路を設けて複数の冷却容器を個々に温度制

御ができるように冷却する場合、上記した分岐流路の合流部分と圧縮機との間

の戻り冷媒流路中に液貯管を介装する必要が生じるが、この液貯管は表面温度

が－１～－７℃程度の低温となるために結露しやすいという問題がある。」
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（明細書１ページ下から４行～２ページ９行） 

「（１１）は前記機械室（Ａ）の側壁下部に形設した空気取入口、（１２）は

機械室（Ａ）の上壁となる外装体（１）の上面部（１ａ）に形設した空気吹出

口、（１３）は前記空気取入口（１１）に近接して機械室（Ａ）の台枠（５）

上に装着した圧縮器、（１４）は前記空気吹出口（１２）に近接して水平に取

り寸けた凝縮器、（１５）は凝縮器（１２）（当審注：「凝縮器（１２）は、

「凝縮器（１４）」の誤記と認める。）の上方に装備した送風機で、空気取入

口（１１）から機械室（Ａ）内に吸引した室内空気を空気吹出口（１２）より

強制的に排出させたものである。又、（１６）は前記圧縮器（１３）の直上で

且つ凝縮器（１４）の下方に位置せしめて機械室（Ａ）内に配置した液貯管で、

第２図で示すように銅パイプの両端を絞つて入口（１６’）と出口（１６”）が

形成され、入口（１６’）側が低く出口（１６”）が高くなるように傾斜させて

おり、しかもその外周面は熱透過率が３０～６０％である部材（１７）で被覆

してあり、該部材（１７）は肉厚が５～７ｍｍの発泡ポリエチレンを採用して

いる。」（明細書２ページ末行～３ページ下から６行） 

「又第３図は冷媒回路図であり、図中（１８）（１８’）は冷媒流路、（１９）

はドライヤー、（２０）（２１）はドライヤー（１９）の出口側で分岐した第

１及び第２の冷媒分岐流路で、第１の分岐流路（２０）中には第１電磁弁（２

２）、第１キヤピラリチユーブ（２３）及び第１の冷却容器（２）に巻装した

第１冷却コイル（２４）が順次設けられ、更に第２の分岐流路（２１）中には

第２電磁弁（２５）、第２キヤピラリチユーブ（２６）及び第２の冷却容器

（３）に巻装した第２冷却コイル（２７）が順次設けてある。そして前記せる

液貯管（１６）は各分岐流路（２０）（２１）の合流部（Ｐ）と圧縮器（１３）

との間の冷媒流路（１８）中に介装してある。」（明細書３ページ下から５行

～４ページ６行） 

「今、第２の冷却容器（３）内の飲料量が少なくてサーモスタット（７）が働

らき第２電磁弁（２５）が閉成されたとすると、ドライヤー（１９）からの液

化冷媒は全て第１の分岐流路（２０）側に入り、第１冷却コイル（２４）内で

蒸発して第１冷却容器（２）の冷却を継続するが、第１冷却コイル（２４）だ

けでは封入冷媒が余剰状態となるために気液混合の冷媒を液貯管（１６）で分

離し、ガス状の冷媒だけを圧縮器（１３）に戻すようにしている。従つて液貯

管（１６）は液化されたままの冷媒が貯められて内部で冷媒が蒸発する為、そ

の表面は約－１～－７℃の低温となる。 

 一方、機械室（Ａ）内では送風機（１５）の回転によって取入口（１１）か

ら流入した空気が約６０℃～７０℃表面温度なる圧縮器（１３）と接触し、こ

の圧縮器（１３）との接触による温度上昇にて空気の相対湿度が低され、その

空気は凝縮器（１４）と接触してこれを冷却した後に吹出口（１２）により外

部へ排出される。従つて、前記圧縮機（１３）と凝縮器（１４）との間位置し

た液貯管（１６）の周囲では相対湿度の低下した空気が上昇する為、液貯管

（１６）表面での結露を減少でき、又液貯管（１６）を部材（１７）で被覆す

ることにより結露を確実に防止できるが、液貯管（１６）内の気液分離を促進

させるためには部材（１７）の熱透率（当審注：「熱透率」は、「熱透過率」
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の誤記と認める。）が３０～６０％程度であるのか望ましい。」（明細書４ペ

ージ１３行～５ページ下から５行） 

「又空気取入口近かくに圧縮器を空気吹出口近かくに凝縮器を配置したので、

圧縮器を温度の低い空気流に接触させることができ、良好な冷却が行なえて圧

縮器を保護できる。更に液貯管を、圧縮器と凝縮器との間に位置して機械室内

に配置したので、液貯管の周囲では圧縮器との熱交換によつて相対湿度の低下

した空気が上昇するので、液貯管での結露を減少できると共に、圧縮器の熱に

よつて液貯管内の冷媒の蒸発を促進できる等の種々の効果を奏する。」（明細

書６ページ２～１２行） 

 以上の記載事項及び図面を総合して、引用例８には、以下の事項（以下「引

用例８記載事項」という。）が記載されていると認められる。 

「圧縮器に戻す冷媒をガス状の冷媒だけとするために設ける液貯管について、

液貯管の周囲では圧縮器との熱交換によって温度が上昇し、相対湿度の低下し

た空気により、液貯管での結露を減少できると共に、圧縮器の熱によつて液貯

管内の冷媒の蒸発を促進すること。」 

 

４ 対比・判断  

（１） 対比 

 本願発明と引用発明とを対比すると、各文言の意味、機能または作用等から

みて、後者の「機械室」、「冷蔵庫」、「長筒型回転式コンプレッサー」、

「ファン」及び「密着巻きコイル状コンデンサー」は、それぞれ前者の「機械

室」、「冷蔵庫」、「圧縮機」、「ファン」及び「凝縮器」に相当する。 

 引用発明の「冷蔵庫」は、「長筒型回転式コンプレッサー」と「密着巻きコ

イル状コンデンサー」に加え、蒸発器を含む冷凍サイクルを備えることは明ら

かであるので、本願発明の「圧縮機、凝縮器、蒸発器を含む冷凍サイクルを備

え」るものに相当する。 

 引用発明の「冷蔵庫」は、引用例１・図１の機械室部透視図における各装置

の配置関係及び冷蔵庫における収納部が断熱壁を備えたものからなるという技

術常識からして、機械室と機械室に隣接する断熱壁から成る収納部を有してい

ると認められ、本願発明の「機械室と前記機械室に隣接する断熱壁から成る収

納部を有する冷蔵庫」に相当する。 

 引用発明の「本体下部の機械室内に長筒型回転式コンプレッサーと、密着巻

きコイル状コンデンサーと、前記長筒型回転式コンプレッサー及び密着巻きコ

イル状コンデンサーを冷却するファンとを設け」る態様は、各装置が機械室内

に設けられていることから、本願発明の「前記圧縮機と前記凝縮器は、前記機

械室に配置され」る態様及び「前記機械室には、前記圧縮機と前記凝縮器を冷

却するファンが配置され」る態様に相当する。 

 そうすると、両者は、以下の一致点及び相違点を有する。 

＜一致点＞ 

 「圧縮機、凝縮器、蒸発器を含む冷凍サイクルを備え、機械室と前記機械室

に隣接する断熱壁から成る収納部を有する冷蔵庫であって、 

 前記圧縮機と前記凝縮器は、前記機械室に配置され、 
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 前記機械室には、前記圧縮機と前記凝縮器を冷却するファンが配置される、

冷蔵庫。」 

＜相違点１＞ 

 圧縮機について、本願発明は、「ロータリ圧縮機であり、前記ロータリ圧縮

機の寸法は、凝縮器の寸法よりも小さく」されているのに対して、引用発明は、

「長筒型回転式コンプレッサー」とされて、「前記密着巻きコイル状コンデン

サーは、その内径が前記長筒型回転式コンプレッサーの外径より大きくした」

とされている点。 

＜相違点２＞ 

 アキュムレータについて、本願発明は、「前記圧縮機の横にはアキュムレー

タが配置され、前記アキュムレータは、前記機械室の底板の端部のコーナ部分

に配置され」るとともに、「前記アキュムレータは、前記圧縮機に対して前記

ファンが発生する冷却風の風下側に配置されている」と特定されているのに対

して、引用発明は、アキュムレータの有無及びその配置位置について特定して

いない点。 

（２） 判断  

ア 相違点１について  

 冷蔵庫に用いる圧縮機として、どのような形式のものを採用するかは、冷蔵

庫における圧縮機の設置スペース、冷蔵庫の使用環境、コスト等に応じて当業

者が適宜選択し得ることであり、ロータリ圧縮機は本願出願前周知の技術であ

るから（例えば、上記引用例２記載事項参照。）、引用発明において、相違点

１に係る本願発明の特定事項であるロータリ圧縮機を採用することは、当業者

が容易に想到し得たことである。 

 そして、引用発明の「長筒型回転式コンプレッサー」の寸法と、「密着巻き

コイル状コンデンサー」の寸法との関係について検討するに、本願明細書の発

明の詳細な説明には、本願発明が「前記ロータリ圧縮機の寸法は、凝縮器の寸

法よりも小さ」いことについて、以下の事項が記載されている。 

「【００３３】 

 図５の例では、縮機(コンプレッサ)４０の寸法は、凝縮器(コンデンサ)４２の

寸法よりも小さい。例えば、圧縮機４０の寸法Ｌ４、Ｌ５、Ｌ６の内の寸法Ｌ

４、Ｌ６が、凝縮器の寸法Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３に比べて、小さくなっている。 

 【００３４】 

 なお、圧縮機４０の寸法が凝縮器４２の寸法よりも小さいとは、圧縮機４０

の３辺の寸法Ｌ４、Ｌ５、Ｌ６の内の少なくとも１つが、凝縮器の寸法Ｌ１、

Ｌ２、Ｌ３よりも小さい場合を含んでいる。」 

 そうすると、引用発明の「前記密着巻きコイル状コンデンサーは、その内径

が前記長筒型回転式コンプレッサーの外径より大きくした」こと及び ΦＤ２

（長筒型回転式コンプレッサーの外径）、ΦＤ１（密着巻きコイル状コンデン

サー内径）を図示する引用例１の図３及び図４からみて、「長筒型回転式コン

プレッサーの外径」は、「密着巻きコイル状コンデンサー」の両側における寸

法（外径）及び「密着巻きコイル状コンデンサー」の長さのいずれよりも小さ

いものが看取できることから、引用発明の「前記長筒型回転式コンプレッサー」



 18 / 19 

 

は、「前記密着巻きコイル状コンデンサー」の寸法より小さくされているとい

える。また、仮にそうでないとしても、「前記長筒型回転式コンプレッサー」

の寸法を、「前記密着巻きコイル状コンデンサー」の寸法より小さいものを採

用することも、冷蔵庫における圧縮器の設置スペース、冷蔵庫の使用環境、コ

スト等に応じて当業者が適宜選択し得ることである。 

 そうすると、引用発明において、相違点１に係る本願発明の特定事項を採用

することは、当業者が容易に想到し得たことである。 

イ 相違点２について  

 一般に、圧縮機を備える冷凍サイクルが、圧縮機への液バックを防止する等

のために、アキュムレータを配置することは本願出願前周知の技術であり（例

えば、上記引用例７及び８参照。）、引用発明も、長筒型回転式コンプレッサ

ー（圧縮機）を備えるものであるから、アキュムレータを当然に配置している

ものであるか、仮にそうでないとしても、引用発明において、アキュムレータ

を配置することは、当業者が容易に想到し得たことである。 

 そして、アキュムレータの具体的な配置場所について、引用発明が、「長筒

型回転式コンプレッサーには密着巻きコイル状コンデンサーの内側を通過する

外気がファンにより直接送風される」（【００１１】）ことを意図したもので

あるから、長筒型回転式コンプレッサーの風上となる上流に他の装置をできる

だけ設けないようにすること、及び引用例１におけるファン（３）、密着巻き

コイル状コンデンサー（１０）、長筒型回転式コンプレッサー（１）、及び排

気口（８）の配置関係（引用例１の図３、図４参照。）、並びに引用例８の液

貯管の機能についての上記引用例８記載事項を勘案すると、引用発明において、

アキュムレータを長筒型回転式コンプレッサー（圧縮機）の風下であって、配

置スペースを考慮した機械室のコーナー部とすることは、当業者が適宜なし得

たことである。 

 そうすると、引用発明において、引用例８記載事項、本願出願前周知の技術

を勘案し、相違点２に係る本願発明の特定事項となすことは、当業者が容易に

想到し得たことである。  

ウ 効果について  

 発明の効果に関して、上記相違点１及び２を併せてみても、当業者が予測し

得た範囲のものである。 

   

第４ むすび  

 以上のとおり、本願発明は、引用発明、引用例８記載事項、本願出願前周知

の技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるので、特

許法２９条２項の規定により、特許を受けることができない。 

 したがって、本願は、他の請求項について検討するまでもなく拒絶すべきも

のである。 

 よって、結論のとおり審決する。 

 

  平成３１年３月２５日 
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審判長 特許庁審判官 田村 嘉章 

特許庁審判官 山崎 勝司 

特許庁審判官 莊司 英史 

 

 

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示）  

 この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から３０日（附

加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、特許庁長官を被告と

して、提起することができます。 

 

〔審決分類〕Ｐ１８．１２１－Ｚ（Ｆ２５Ｄ） 

 

 

 特許庁審判官 田村 嘉章 8608 

 特許庁審判官 莊司 英史 9259 

 特許庁審判官 山崎 勝司 8929 

 

 


